
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

吸収分割に係る事前開示書面 
（吸収分割会社：会社法第 782条第１項及び会社法施行規則第 183条に基づく開示事項） 

（吸収分割承継会社：会社法第 794条第１項及び会社法施行規則第 192条に基づく開示事項） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2025年 12月 26日 

 

 

スタンレー電気株式会社 

スタンレーモビリティエレクトリック株式会社 



 

 

 

（吸収分割事前開示書面） 

2025年 12月 26日 

 

東 京 都 目 黒区 中 目黒 二 丁 目 ９番 1 3 号 

ス タ ン レ ー 電 気 株 式 会 社 

代 表 取 締 役   貝  住  泰  昭    

 

東 京 都 目 黒区 中 目黒 二 丁 目 ９番 1 3 号 

スタンレーモビリティエレクトリック株式会社 

代 表 取 締 役   遠  藤  雅  夫 

 

吸収分割に係る事前開示書面 

 

スタンレー電気株式会社（以下「吸収分割会社」といいます。）及び吸収分割会社の 100％子

会社であるスタンレーモビリティエレクトリック株式会社（以下「吸収分割承継会社」といいま

す。）は、両者間において 2025 年７月 31 日付で吸収分割契約を締結し、2025 年 10 月２日を効

力発生日として、吸収分割会社が営む自動車（四輪、二輪及びインテリア）に係る電子事業のう

ち、設計・開発及び販売に係る事業に関して有する権利義務を吸収分割承継会社に承継させる吸

収分割（以下「本吸収分割」といいます。）を行うことといたしましたが、今般、本吸収分割の

効力発生日を 2026年３月 31日に変更いたしましたので、本事前開示書類の内容を下記のとおり

変更いたします。（変更箇所には下線を付しています） 

 その他の事項につきましては、2025年９月 26日付「吸収分割に係る事前開示書面」のとおり、

変更はございません。 

 

本吸収分割に関し、会社法第 782 条第１項及び会社法施行規則第 183 条並びに会社法第 794

条第１項及び会社法施行規則第 192条の定める事項は以下のとおりです。 

 

記 

 

１．吸収分割契約、吸収分割契約書に関する覚書の内容(会社法第 782条第１項及び第 794条第

１項) 

別紙１のとおりです。 

 

２．吸収分割の対価についての定めの相当性に関する事項(会社法施行規則第 183 条第１号イ及

び第 192条第１号) 

吸収分割承継会社は、本吸収分割に際して吸収分割会社に対し、本吸収分割により吸収分

割会社から承継する権利義務の対価として、吸収分割承継会社の普通株式 5,309,680 株を

交付します。 

吸収分割会社に対して交付される株式の数は、吸収分割承継会社が吸収分割会社の完全子

会社であることを踏まえ、吸収分割会社及び吸収分割承継会社が協議の上で決定したもので

あり、相当であると判断しております。 

また、吸収分割承継会社は、本吸収分割に際して資本金及び準備金の額を増加させない予

定ですが、吸収分割承継会社の財務状況等の諸事情に照らして、相当であると判断しており

ます。 



 

 

 

 

３．新株予約権の対価についての定めの相当性に関する事項(会社法施行規則第 183 条第３号及

び第 192条第３号) 

該当事項はありません。 

 

４．計算書類等に関する事項 

 （１）吸収分割会社の最終事業年度に係る計算書類等（会社法施行規則第 192 条第４号イ） 

吸収分割会社は、有価証券報告書及び半期報告書を関東財務局に提出しております。吸収

分割会社の最終事業年度に係る計算書類等につきましては、「金融商品取引法に基づく有価

証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム（ＥＤＩＮＥＴ）よりご覧いただけます。 

 

（２）吸収分割承継会社の最終事業年度に係る計算書類等（会社法施行規則第 183 条第４号

イ、第 192条第６号ロ） 

吸収分割承継会社については、設立後の最初の決算期が未到来のため、最終事業年度があ

りません。吸収分割承継会社の成立の日における貸借対照表の内容は別紙２のとおりです。 

 

５．吸収分割承継会社の重要な後発事象に関する事項（会社法施行規則第 183 条第４号ハ、第

192条第６号イ） 

吸収分割承継会社は、三菱電機モビリティ株式会社（本店所在地：東京都千代田区丸の内

二丁目７番３号。以下「三菱電機モビリティ」といいます。）との間で、2025 年７月 31 日

付で、吸収分割承継会社を吸収分割承継会社、三菱電機モビリティを吸収分割会社とする吸

収分割契約（以下「本分割」といいます。）を締結しており、また、2025年 12月 26日付で、

当該吸収分割契約書に関する覚書を締結しており、本分割の効力は 2026年３月 30日に発生

する予定です。 

吸収分割承継会社は、本分割に際して三菱電機モビリティに対し、本分割により三菱電機

モビリティから承継する権利義務の対価として、吸収分割承継会社の普通株式 15,603,520 

株を交付する予定です。 

 

６．吸収分割会社の重要な後発事象に関する事項（会社法施行規則第 192 条第４号ハ、第 183

条第５号イ） 

   該当事項はありません。 

 

７．吸収分割の効力発生日以後における吸収分割株式会社の債務及び吸収分割承継会社の債務

（吸収分割株式会社が吸収分割により吸収分割承継会社に承継させるものに限る。）の履行

の見込みに関する事項（会社法施行規則第 183条第６号及び第 192条第７号） 

吸収分割会社及び吸収分割承継会社は、本吸収分割により吸収分割会社が吸収分割承継会

社に承継させる予定の資産及び負債の額等を考慮し、本吸収分割後に予想される吸収分割会

社及び吸収分割承継会社の資産及び負債の額並びに収益状況及びキャッシュフロー等につ

いて検討した結果、その債務の履行に支障を及ぼすような事態は予想されず、本吸収分割後

の吸収分割会社及び吸収分割承継会社の負担すべき債務につき、履行の見込みがあるものと

判断しております。  

以 上 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

吸収分割に係る事前開示書面 資料 

 

 

 

別紙１  吸収分割契約書、 

吸収分割契約書に関する覚書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2025年 12月 26日 

 

スタンレー電気株式会社 

スタンレーモビリティエレクトリック株式会社 























 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

吸収分割に係る事前開示書面 資料 

 

 

 

別紙２  吸収分割承継会社の成立の日における貸借対照表の内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2025年 12月 26日 

 

スタンレー電気株式会社 

スタンレーモビリティエレクトリック株式会社



 

 

 

貸借対照表 

                （2025年 7月 1日現在） （単位：百万円） 

（資産の部） （純資産の部） 

流動資産 株主資本 

現金及び預金 301 資本金 301 

資産合計 301 負債純資産合計 301 
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